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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
在
留
資
格
及
び
在
留
期
間
）

第
二
条
の
二

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ

ぞ
れ
、
当
該
外
国
人
に
対
す
る
上
陸
許
可
若
し
く
は
当
該
外
国
人
の
取
得
に
係
る
在
留
資
格
（
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
に
あ
つ
て
は
別

表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
二
号
の
区
分
を
含
み
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格

に
あ
つ
て
は
同
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
号
又
は
第
二
号
の
区
分
を
含
み
、
技
能
実
習
の
在
留
資
格
に
あ
つ
て
は
同
表

の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
、
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
の
区
分
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
そ
れ
ら
の
変
更
に
係
る
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

３

第
一
項
の
外
国
人
が
在
留
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
（
以
下
「
在
留
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
各
在
留
資
格
に
つ
い
て
、
法
務
省
令
で

定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
交
、
公
用
、
高
度
専
門
職
及
び
永
住
者
の
在
留
資
格
（
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
に
あ
つ
て
は
、
別

表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
在
留
資
格
に
伴
う
在
留
期
間
は
、
五
年
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
上
陸
の
申
請
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
本
文
の
外
国
人
は
、
そ
の
者
が
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
に

対
し
上
陸
の
申
請
を
し
て
、
上
陸
の
た
め
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

（
略
）

（
入
国
審
査
官
の
審
査
）

第
七
条

入
国
審
査
官
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
が
次
の
各
号
（
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再

入
国
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
難
民
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
及
び
第
四
号
）
に
掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

申
請
に
係
る
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
が
虚
偽
の
も
の
で
な
く
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
（
二
の
表
の
高
度
専

門
職
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
を
除
き
、
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
を

も
つ
て
定
め
る
活
動
に
限
る
。
）
又
は
別
表
第
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
分
若
し
く
は
地
位
（
永
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
を
除

き
、
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す

る
者
と
し
て
の
活
動
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
別
表
第
一
の
二
の
表
及
び
四
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
は
我
が
国
の
産
業
及
び
国
民
生
活
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

（
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
一
号
特
定
技
能
外

国
人
支
援
計
画
が
第
二
条
の
五
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

３

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
の
法
務
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
す
る
も
の
と

す
る
。
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４

（
略
）

（
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
六
十
九
条

第
二
章
か
ら
こ
の
章
ま
で
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
（
市
町

村
の
長
が
行
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
五
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
十
六
、
第
十
九
条
の
十
七
、
第

十
九
条
の
三
十
六
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
、
第
六
十
一
条

の
二
の
八
関
係
）

一

（
略
）

二在

留

資

格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動

（
略
）

（
略
）

興
行

演
劇
、
演
芸
、
演
奏
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
興
行
に
係
る
活
動
又
は
そ
の
他
の
芸
能
活
動
（
こ
の
表
の
経
営
・
管
理
の
項
の

下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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（
抄
）

○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者

（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）
が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

活
動

基
準

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
興

一

申
請
人
が
演
劇
、
演
芸
、
歌
謡
、
舞
踊
又
は
演
奏
（
以
下
「
演
劇
等
」
と
い
う
。
）
の
興
行
に
係

行
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活

る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
二
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

動

て
い
る
こ
と
。

イ

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
活
動
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
興
行
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
報
酬
の
額
（
団
体
で
行
う
興
行
の
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
団
体
が
受
け
る
総
額
）
が
一
日
に
つ
き
五
百
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

⑴

削
除

⑵

外
国
の
教
育
機
関
に
お
い
て
当
該
活
動
に
係
る
科
目
を
二
年
以
上
の
期
間
専
攻
し
た
こ
と
。

⑶

二
年
以
上
の
外
国
に
お
け
る
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
本
邦
の
機
関
と
の
契
約
（
当
該
機
関
が
申
請
人
に
対
し

て
月
額
二
十
万
円
以
上
の
報
酬
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
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以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
興
行
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
に

従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
主
と
し
て
外
国
の
民
族
料
理
を
提
供
す
る
飲

食
店
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
二
号
。
以
下
「
風
営
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
を
営
む
施

設
を
除
く
。
）
を
運
営
す
る
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
月
額
二
十
万
円
以
上
の
報
酬
を
受
け
て

当
該
飲
食
店
に
お
い
て
当
該
外
国
の
民
族
音
楽
に
関
す
る
歌
謡
、
舞
踊
又
は
演
奏
に
係
る
活
動
に

従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴

外
国
人
の
興
行
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
通
算
し
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
経
営
者
又
は

管
理
者
が
い
る
こ
と
。

⑵

五
名
以
上
の
職
員
を
常
勤
で
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

当
該
機
関
の
経
営
者
又
は
常
勤
の
職
員
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

人
身
取
引
等
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者

(ⅰ)

過
去
五
年
間
に
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の
四
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為

(ⅱ)
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者

過
去
五
年
間
に
当
該
機
関
の
事
業
活
動
に
関
し
、
外
国
人
に
不
正
に
法
第
三
章
第
一
節
若

(ⅲ)
し
く
は
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
、
上
陸
許
可
の
証
印
（
法
第
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
許
可
、
同
章
第
四
節
の
規
定
に
よ
る

上
陸
の
許
可
又
は
法
第
四
章
第
一
節
、
第
二
節
若
し
く
は
法
第
五
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
さ
せ
る
目
的
で
、
文
書
若
し
く
は
図
画
を
偽
造
し
、
若
し
く
は
変
造
し
、
虚
偽

の
文
書
若
し
く
は
図
画
を
作
成
し
、
若
し
く
は
偽
造
若
し
く
は
変
造
さ
れ
た
文
書
若
し
く
は
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図
画
若
し
く
は
虚
偽
の
文
書
若
し
く
は
図
画
を
行
使
し
、
所
持
し
、
若
し
く
は
提
供
し
、
又

は
こ
れ
ら
の
行
為
を
唆
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
助
け
た
者

法
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
四
条
の
八
ま
で
の
罪
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

(ⅳ)
律
第
百
十
八
号
）
第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号

(ⅴ)
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団

員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

⑷

過
去
三
年
間
に
締
結
し
た
興
行
契
約
に
基
づ
い
て
興
行
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外

国
人
に
対
し
て
支
払
義
務
を
負
う
報
酬
の
全
額
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ

申
請
に
係
る
演
劇
等
が
行
わ
れ
る
施
設
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
要
件
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
す
る
興
行
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
が
当
該
施
設

に
お
い
て
申
請
人
以
外
に
い
な
い
場
合
は
、
⑹
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

不
特
定
か
つ
多
数
の
客
を
対
象
と
し
て
外
国
人
の
興
行
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
。

⑵

風
営
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
を
営
む
施
設
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
の
要
件
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

専
ら
客
の
接
待
（
風
営
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
接
待
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

(ⅰ)
従
事
す
る
従
業
員
が
五
名
以
上
い
る
こ
と
。

興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
す
る
興
行
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
が
客
の
接
待
に

(ⅱ)
従
事
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
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⑶

十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
舞
台
が
あ
る
こ
と
。

⑷

九
平
方
メ
ー
ト
ル
（
出
演
者
が
五
名
を
超
え
る
場
合
は
、
九
平
方
メ
ー
ト
ル
に
五
名
を
超
え

る
人
数
の
一
名
に
つ
き
一
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
面
積
）
以
上
の
出
演
者
用
の
控
室
が

あ
る
こ
と
。

⑸

当
該
施
設
の
従
業
員
の
数
が
五
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑹

当
該
施
設
を
運
営
す
る
機
関
の
経
営
者
又
は
当
該
施
設
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

人
身
取
引
等
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者

(ⅰ)

過
去
五
年
間
に
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の
四
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為

(ⅱ)
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者

過
去
五
年
間
に
当
該
機
関
の
事
業
活
動
に
関
し
、
外
国
人
に
不
正
に
法
第
三
章
第
一
節
若

(ⅲ）
し
く
は
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
、
上
陸
許
可
の
証
印
若
し
く
は
許
可
、
同
章

第
四
節
の
規
定
に
よ
る
上
陸
の
許
可
又
は
法
第
四
章
第
一
節
、
第
二
節
若
し
く
は
法
第
五
章

第
三
節
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
さ
せ
る
目
的
で
、
文
書
若
し
く
は
図
画
を
偽
造
し
、
若

し
く
は
変
造
し
、
虚
偽
の
文
書
若
し
く
は
図
画
を
作
成
し
、
若
し
く
は
偽
造
若
し
く
は
変
造

さ
れ
た
文
書
若
し
く
は
図
画
若
し
く
は
虚
偽
の
文
書
若
し
く
は
図
画
を
行
使
し
、
所
持
し
、

若
し
く
は
提
供
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
唆
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
助
け
た
者

法
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
四
条
の
八
ま
で
の
罪
又
は
売
春
防
止
法
第
六
条
か
ら
第
十
三

（ⅳ）
条
ま
で
の
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
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暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（ⅴ）

二

申
請
人
が
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
て
い
る
こ
と
。

イ

我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
我
が
国
の
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た

法
人
若
し
く
は
我
が
国
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
が

主
催
す
る
演
劇
等
の
興
行
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る

学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

ロ

我
が
国
と
外
国
と
の
文
化
交
流
に
資
す
る
目
的
で
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
の

資
金
援
助
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
主
催
す
る
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動

に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

ハ

外
国
の
情
景
又
は
文
化
を
主
題
と
し
て
観
光
客
を
招
致
す
る
た
め
に
外
国
人
に
よ
る
演
劇
等
の

興
行
を
常
時
行
っ
て
い
る
敷
地
面
積
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
施
設
に
お
い
て
当
該
興
行
に
係

る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

ニ

客
席
に
お
い
て
飲
食
物
を
有
償
で
提
供
せ
ず
、
か
つ
、
客
の
接
待
を
し
な
い
施
設
（
営
利
を
目

的
と
し
な
い
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
運
営
す
る
も
の
又
は
客
席
の
定
員
が
百
人
以
上
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
お
い
て
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

ホ

当
該
興
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
報
酬
の
額
（
団
体
で
行
う
興
行
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
団
体
が

受
け
る
総
額
）
が
一
日
に
つ
き
五
十
万
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
十
五
日
を
超
え
な
い
期
間
本
邦

に
在
留
し
て
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
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三

申
請
人
が
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
以
外
の
興
行
に
係
る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
は

、
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
受
け
て
従
事
す
る
こ
と
。

四

申
請
人
が
興
行
に
係
る
活
動
以
外
の
芸
能
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
申
請
人
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
活
動
に
従
事
し
、
か
つ
、
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等

額
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
。

イ

商
品
又
は
事
業
の
宣
伝
に
係
る
活
動

ロ

放
送
番
組
（
有
線
放
送
番
組
を
含
む
。
）
又
は
映
画
の
製
作
に
係
る
活
動

ハ

商
業
用
写
真
の
撮
影
に
係
る
活
動

ニ

商
業
用
の
レ
コ
ー
ド
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
録
音
又
は
録
画
を
行
う
活
動

）

（
略
）

（
略
）
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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
在
留
期
間
）

第
三
条

法
第
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
在
留
期
間
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
で
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
提
出
し
な
い
も
の
は
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
立
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
が
本
邦
に

お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
が
該
当
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の

他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
国
審
査
官
が
そ
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て

も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
留
資
格
認
定
証
明
書
）

第
六
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
六
号
の
三
様

式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
（
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
別
表
第
三
の
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も

の
と
す
る
。
第
七
条
の
二
第
四
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一

項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
（
第
二
十
一
条
の

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
葉
並
び
に
当
該
外
国
人
が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
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、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方

出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
そ
の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
６

（
略
）

（
在
留
資
格
の
変
更
）

第
二
十
条

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
申
請

書
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
写
真
一
葉
、
申
請
に
係
る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
資
料
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
が
そ

の
資
料
の
一
部
又
は
全
部
の
提
出
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
９

（
略
）

第
二
十
一
条
の
四

第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
外
国
人
が
、
当
該
申
請
を
在
留
資
格
の
変
更
の
申
請
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
出
書
一
通
を
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

（
略
）

３

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
条
の
二
並
び
に
前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
及
び
前
項
に
定

め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
及
び
第
二
十
一
条

の
三
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
」
と
、
前
条
第
五
項
中
「
第
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一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
及
び
第
三
項
に
定
め
る
資
料
の
提
出
並
び
に
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
定

め
る
資
料
の
提
出
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
定
め
る
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

（
在
留
資
格
の
取
得
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
在
留
資
格
の
取

得
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
第
三
十
六
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

５

第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
七
項
中
「
在

留
資
格
の
変
更
」
及
び
「
在
留
資
格
へ
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
、
「
在
留
資
格
の
取
得
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

在
留
資
格

在

留

期

間

（
略
）

（
略
）

興
行

三
年
、
一
年
、
六
月
、
三
月
又
は
十
五
日

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
六
条
、
第
六
条
の
二
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
二
十
四
条
関
係
）
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在
留
資
格

活

動

資

料

（
略
）

興
行

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
興
行
の
項
の
下
欄
に

一

演
劇
、
演
芸
、
歌
謡
、
舞
踊
又
は
演
奏
（
以
下
「
演
劇
等
」
と
い

掲
げ
る
活
動

う
。
）
の
興
行
に
係
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

経
歴
書
及
び
活
動
に
係
る
経
歴
を
証
す
る
文
書

ロ

基
準
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
興
行
の
項
の
下
欄

に
掲
げ
る
活
動
の
項
（
以
下
「
基
準
省
令
の
興
行
の
項
」
と
い

う
。
）
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
機
関
（
以
下
「
興
行
契
約

機
関
」
と
い
う
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書
、
損
益
計
算
書
の
写
し

そ
の
他
の
興
行
契
約
機
関
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

ハ

興
行
を
行
う
施
設
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

ニ

興
行
に
係
る
契
約
書
の
写
し

ホ

活
動
の
内
容
、
期
間
、
地
位
及
び
報
酬
を
証
す
る
文
書

ヘ

基
準
省
令
の
興
行
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
興
行
契

約
に
基
づ
い
て
演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料

⑴

興
行
契
約
機
関
の
経
営
者
及
び
常
勤
の
職
員
の
名
簿

⑵

興
行
契
約
機
関
の
経
営
者
及
び
常
勤
の
職
員
が
基
準
省
令
の

興
行
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
⑶

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
に
も

(ｉ)

(ｖ)
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該
当
し
な
い
こ
と
を
興
行
契
約
機
関
が
申
し
立
て
る
書
面

⑶

興
行
契
約
機
関
が
過
去
三
年
間
に
締
結
し
た
興
行
契
約
に
基

づ
い
て
興
行
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
外
国
人
に
対
し

て
支
払
義
務
を
負
う
報
酬
の
全
額
を
支
払
つ
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
文
書

ト

基
準
省
令
の
興
行
の
項
の
下
欄
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
施
設
を

運
営
す
る
機
関
（
以
下
「
運
営
機
関
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲
げ

る
資
料

⑴

登
記
事
項
証
明
書
、
損
益
計
算
書
の
写
し
そ
の
他
の
運
営
機

関
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

⑵

運
営
機
関
の
経
営
者
及
び
当
該
施
設
に
係
る
業
務
に
従
事
す

る
常
勤
の
職
員
の
名
簿

⑶

運
営
機
関
の
経
営
者
及
び
当
該
施
設
に
係
る
業
務
に
従
事
す

る
常
勤
の
職
員
が
基
準
省
令
の
興
行
の
項
の
下
欄
第
一
号
ハ
⑹

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
運
営
機
関

(ｉ)

(ｖ)

が
申
し
立
て
る
書
面

二

基
準
省
令
の
興
行
の
項
の
下
欄
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合

前
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
招
へ
い
機
関
の
登
記
事
項
証
明
書
、
損
益
計
算
書
の
写
し

そ
の
他
の
招
へ
い
機
関
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
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三

演
劇
等
の
興
行
に
係
る
活
動
以
外
の
興
行
に
係
る
活
動
を
行
お
う

と
す
る
場
合

イ

経
歴
書
及
び
活
動
に
係
る
経
歴
を
証
す
る
文
書

ロ

招
へ
い
機
関
の
登
記
事
項
証
明
書
、
損
益
計
算
書
の
写
し
及
び

従
業
員
名
簿

ハ

興
行
を
行
う
施
設
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

ニ

招
へ
い
機
関
が
興
行
を
請
け
負
つ
て
い
る
と
き
は
請
負
契
約
書

の
写
し

ホ

活
動
の
内
容
、
期
間
、
地
位
及
び
報
酬
を
証
す
る
文
書

四

興
行
に
係
る
活
動
以
外
の
芸
能
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合

イ

芸
能
活
動
上
の
業
績
を
証
す
る
資
料

ロ

活
動
の
内
容
、
期
間
及
び
報
酬
を
証
す
る
文
書

（
略
）


